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問合せ先 取締役経営企画部長  松岡  彰洋 

電  話 ０４２２－２６－２６００ 

 

国内全店舗休業に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において下記のとおり、当社子会社である株式会社大戸屋（以

下、㈱大戸屋）が運営する「大戸屋ごはん処」国内全店舗を休業させていただくことを決議

いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 休業の理由 

平成 31 年２月 16 日に発生いたしました「大戸屋ごはん処りんくうシークル店」のア

ルバイト従業員による「不適切動画事案」につきましては、お客様、株主様を始めとす

る関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしまして誠に申し訳ございませんで

した。あらためて深くお詫び申し上げます。 

当社におきましては、再発防止策として、全従業員を対象とした再教育等を開始して

おりますが、この度、当社が「食」に関わる事業を行わせていただいているという原点

に立ち返り、当該事案をより真摯に受け止め、「大戸屋ごはん処」国内全店舗を休業さ

せていただき①従業員の再教育、②店舗清掃の徹底を行うことといたしました。関係者

の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解をいただきたくお願い申し上げます。 

 

2. 休業日及び対象店舗 

（1）休業日 

  平成 31 年３月 12 日（火） 

（2）対象店舗 

  ㈱大戸屋が国内において運営する「大戸屋ごはん処」350 店舗 

  （国内直営店舗      143 店舗） 

  （国内フランチャイズ店舗 207 店舗） 

 ※商業施設運営者様のご事情により営業する店舗はございます。 

 

3. 今後の見通し 

  今回の国内全店舗休業による業績への影響は本日公表の「業績予想の修正に関するお

知らせ」のとおりです。 

以上 


